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7対 1入院基本料について

第 17対 1入院基本料に係る診療報酬上の評価の変遷.1平
成 18年 度診療報酬改定

(1)平 均在院 日数の短縮等の急性期入院医療の実態に対応して、手
:厚い看護職員の配置が必要になった。平成 16年 度の調査結果にお

いても、当時の診・・A報酬上の配置基準の対象となつている水準 (下

表)を大きく上回る看護体制が整備されていることが明らかになってい

る。             |

(2)同調査によれば、下表の I群 の入院基本料 1では、基準上、看護

職員配置 2:1で 、既に看護職 員が 1.65:1と 厚く配置されていた。他

の区分においても、ほば、同様 の傾向であつた。

(3)7対 1入院基本料 については、このように当時の診療報酬上の評

,価 の水準を上回る看護職 員の配置が必要になつたことから設定され
:たものである。

その結果、全国的にも短期間に数多くの届出が行われ、看護師の

需要が急速に逼迫した。一方で、フ対1入 院基本料導入の趣旨に合

致していない病院が届け出を
|し
ているという指摘もなされた。こうした

状況の中で、平成 19年 1月 に中医協からその改善方策について建

議が行われた(参 考資料 P2～ 5)。

2平 成 20年度診療報酬改定                .
(1)改 定に先立つ平成 19年 には、この建議を踏まえ、「急性期入院医

療における看護職員配置と看護必要度に関する実態調査」をイ1つ
た。                             |

(2)この調査結 果に基 づき、急性期病院 の一般病棟で実 施されてい

る治療・処置等を考慮した看護必要度の基準を作成し、20年 度改定

においては、この基準に合致する患者 10%以上を入院させることを 7

対 1病院の要件 とした。また、必要な医師の診療体制 に係る基準も

導入した (参 考資料 P9～ 11)。

第2現 状と課題

1 平成 20年 度改定からは、前述のとおり、患者の状態を「一般病棟用の

重症度・看護必要度に係 る評価票」で評価することとした。平成 20年 7

月の届出状況では、フ対 1入 院基本料の届 出医療機関数 及び病床数

はともに増加傾向にある(参 考資料 P9～ 12)。         |

2特 に、東京 、大阪等の都市部において、フ対 1入 院基本料 の届出医療

機関数や病床数が多い (参 考資料 P13)。

3平 成 19年度に7対 1入 院基本料の届出を行つていた医療機関 (以 下、

フ対 1病 院 )の うち、1年 後には約 10%が 10対 1入院基本料に届出の

変更を行い、その一方で、平成 19年 度に 10対 1入 院基本料の届出を

行つていた医療機関 (以 下、10対 1病 院 )のうち、1年後には約 10%が 7

対 1入 院基本料に届出の変更を行つていた (参 考 資料 P14～ 15)。

実態調査の内容

1「 平成 18年 度 急性期入院医療における看護職員配置と看護必要度に

する実態調査 (7対 1病 院 )」 (調査期間 :平成 19年 2～ 3月 )

2「 平成 19年 度 急性期入院医療における看護職員配置 と看護必要度に関

す る実態調査 (10対 1。 13対 1病 院 )」 (調 査期間 :平 成 19年 6～ 7月 )

3「 平成 19年 度 急性期入院医療における看護職員配 置と看護 必要度に関

す る実態調査 (タ イムスタデ ィ)」 (調 査期間 :平成 19年 7～ 8月 )

区 分

I群

(平 均在院 日数 28日 以内)

院

日
畔呻］̈一般病院入院基本料

1 2 3- 3

現行の看護職員配置の基準 2:1 2 5:1 3:1

看護職員配置の実態 (平 均 )

=.ICt
1 97:1 2 18:1 2 25:1

(中 医協 診-1-1 171026 抜粋改変 )



4平成:21年 度の検証部会においで、調査を実施し、施設特性について

は、2次救急医療機関等の承認の状況や、医療安全対策加算や救命

救急入院料等の 7対 1病院の算定状況を明らかにした(資 料 P16～

19)。

|                  |

5また、患者特性については、看護必要度・重症度の基準を満たす患者

の割合が 10%以 上の医療機関の割合はフ対1病 院で高く、また、1入

院期間中の看護必要度・重症度が最高時点でみても、重症度の高い

患者がより多く入院している傾向がみられた(参 考資料 P20～ 24)。

67対 1病院については、患者 2人 に対して看護要員 1人 の体制作りを

目標としてきた経緯から、現行では看護補助加算を算定できないことと

している。しかし、入院患者の高齢化や認知症を併発した患者等が増

加する中で、より手厚い看護配置であつても、実際には看護補助者が

必要であるという指摘もでてきた。こうした状況や傾向については 10対 1

病院についても同様である(参 考資料 P7,8,25)。

(1)医 師数が当該病棟の入院患者数に対して10分 の1以 上を満たせない病院に

ついては、7対 1入 院基本料の減算措置を講ずる。ただし、へき地等に所在する病

院については、特別な配慮を行う。

(2)特 定機能病院には適用しない。

準 7対 1入 院基本料 1,495点 (7対 1入 院基本料から60点 減じた点数 )

※へき地等の場合は、1.525点 (7対 1入 院基本料から30点 減じた点数 )

届出医療機関数 (上 段 :医 療機関数/下 段 :病 床数 )

平成 19年 平成 20年

一般病棟入院基本料 5,534

715,413

5,437

700,358

算定状況 (社 会医療診療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成 19年

247,850一般病棟入

院基本料

2,794,321

51959,937 458,761 5,409,075

1,612763135,355 1,049,234

1,411,824 1,620,328

特別入院

基本料
139,916

A100-般病棟入院基本料 (1日 につき)

1 7対 1入 院基本料の基準について

1「看護必要度」基準を満たす場合に算定できる。

(1)当 該病棟に入院している患者の状態を「一般病棟用の重症度・看護必要度に

係る評価票」を用いて測定し、モニタリング及び処置等に係る得点 (A得 点)が 2点

以上、かつ、患者の状況等に係る得点 (B得 点)が3点 以上の基準を満たす患者を

1割 以上入院させている場合に算定できる。

(2)産 科患者 、小児科患者は、看護必要度測定の対象から除外する。

(3)救 命救 急センターを設置する病院 は、看護必要度 に関する基準にかかわら

ず、算定できる。                           ・

(4)特 定機能病院には適用しない (ただし、患者の看護必要度等に係る評価 につ

いては実施する。)。

2「医師配置」基準を満たさない場合は減算とする。

平成 20年 改定後

17対 1入 院基本料  1,555点 1 7対 1入 院基本料  1,555点

涯 7対 1入 院基本料 1495点



A100-lQ病棟入院基本料 (1日 につき)

A214看 護補助加算

区 分
看護補助者の

配置基準
点数 (1日 につき)

算定できる病棟

看護補助加算 1 6対 1 109点
15対 1、 18対 1

20対 1

看護補助加算2 10対 1 84点

10対 1・
注、

13対 1、 15対 1

18対 1、 20対 1

看 護補助加算3 15対 1 56点

10対 1・
注
、

13対 1、 15対 1

18対 1、 20対 1

※注 10対 1人 院基本料 (平 成20年 3月 31日 において現に7対 1入 院基本料を算定している

病棟 (特 定機能病院に係るものを除く。)で あつて、同年4月 1日 以降において10対 1入 院基本

料を算定する病棟について、平成22年 3月 31日 までの間に限る。)

算定状況 (社会 医療診 療行為別調査 各年 6月 審査分 )

平成19年 平成20年

実施件数 算定回数 実施件数 算定回数

看護補助加算1 92,479 1,852,187 106,611 2,139,423

看護補助加算2 236,949 4,327,836 184,745 3,931,419

看護補助加算3 51,961 1,024,807 52,116 1,180,390

平成 20年 改定後

17対 1入 院基本料  1,555点

216対 1入 院基本料 1,269点

313対 1入院基本料 1,092点

415対 1入院基本料  954点

特月1入 院基本料   575点

17対 1入 院基本料  1,555点

菫 7対 1入 院基本料 1495点

210対 1入 院基本料 1,300点

313対 1入 院基本料 1,o92点

415対 1入 院基本料  954点

特別入院基本料   575点

第4論 点

1平 成 20年 度改定後の検証結果によれば、フ対1病 院については 10対

1病院と比較して重症度・看護必要度における基準を満たす患者をより

多く入院させているという傾向であつた。このことを踏まえ、フ対 1病院に

ついての診療報酬上の評価をどう考えるか (参 考資料 P20～ 24)。

2平 成 18年 度改定で、7対 1看護配置を評価したが、入院患者の高齢

化が進み、認知症を併発した患者の割合が上昇する中で、体位変換

や食事介助などの療養上の世話が増え、7対 1や 10対 1病 院において

看護要員が十分でないとの指摘があるが、これについてどう考えるか

(参 考資料 P7,8,25)。                   .



13対 1・ 15対 1入院基本料等

第1 入院基本料の種類とその内容について

1 -般病棟入院基本料については、看護職員の配置に応じて7対 1から

15対 1までの4段 階の評価を行つている。結核病棟入院基本料は7対

1から20対 1までの6段階、精神病棟入院基本料については 10対 1か

ら20対 1までの4段階の評価を行つている。(参 考資料 P27)

2入 院基本料については、看護配置基準に加え、平均在院 日数の要件

も設けており、一般病棟入院基本料 13対 1入院基本料については 24

日以内、15対 1入院基本料については 60日 以内としている。結核病棟

入院基本料、精神病棟入院基本料については、10対 1以 上の入院基

本料に平均在院 日数 25日 以内の要件を設定しているが、それより看

護配置の低い入院基本料には平均在院 日数の要件を設けていない。

(参 考資料 P27)

第2現 状と課題

1 平成 21年 3月 に保険局医療課が実施した調査によれば、13対 1入

院基本料を算定する病院では、15対 1を算定する病院と比較して、ニ

次救急を行つている割合が高かつた。1か月 100床 当たりの入院患者

数、退院患者数についても、13対 1入院基本料算定医療機関で 15対

1入院基本料算定医療機関と比較して多かつたが、7対 1入院基本料

と比較すると大幅に少なかつた。15対 1入 院基本料算定医療機関にお

いては、他医療機関からの患者の受け入れ割合が比較的多かつた。

(参 考資料 P34～ 37)

2また、13対 1病棟、15対 1病 棟において、90日 を超えて入院してい

る患者が約 2割を占めていた。それぞれについて、医療区分の構成を

見てみると、13対 1病 棟においては医療区分 3の 割合が高かつたが、

15対 1においては医療区分 2の割合が最も高く、医療療養病棟にお

ける構成とより近かつた。(参 考資料 P38～ 44)

おらず、15対 1を超えて手厚い看護を提供している総合病院の評価

が十分に行われていないという意見がある。(参 考資料 P27、 30～ 33)

1-般 病棟入院基本料において、フ対1から15対 1ま での4段 階の評価

を行つている。

2精神病棟入院基本料において、10対 1から20対 1までの 4段階の

評価を行つている。

A100-般病棟入院基本料 (1日 につき)

改定前 平成 20年 改定後

17対 1入 院基本料  1,555点

210対 1入 院基本料 1,269点

313対 1入院基本料 1,092点

415対 1入院基本料  954点

1 7対 1入院基本料

準 7対 1入院基本料 皿 ①
210対 1入院基本料 1,300点

313対 1入 院基本料 1,092点

415対 1入 院基本料  954点

届出施設 状況 (上 段 :医 療機 関数/下 段 :病 床数 )

平成 19年 平成 20年

一般病棟入院基本料 5,534

715,413

5,437

700,358

算定状況 (平成 20年 社会医療診療行為別調査 )

平 成 20年平 成 19年

247,850 2,794,321

5,409,0755,959,937 458,761

1,049,234135,355 1,612,763

97,532 1,620,3281,411,824

A103精 神病棟入院基本料 (1日 につき)

平成 20年 改定後

1 10対 1入院基本料 1,240点110対 1入院基本料 1,209点

3精 神病棟入院基本料においては、13対 1入 院基本料が設定されて



届出雄設状況 (上 段 :医 療機関数/下段 :病 床数 )

算定状況 (平 成 20年社会医療診療行為別調査 )

平成 19年 平成 20年

精神病棟入院基本料 1,381

197,812

1,355

188,796

215対 1入院基本料  800点

318対 1入 院基本料 712点

420対 1入院基本料 658点

215対 1入 院基本料  800点

318対 1入 院基本料 712点

420対 1入 院基本.料 658点

平成 19年

2,701,641 109,149101,117

20,578 811,241

第4論 点

1-般 病棟入院基本料 13対 1入院基本料、15対 1入 院基本料の役

割 に鑑み、診療報酬上の評価をどう考えるか。とくに、長期の入院を行

つている患者 について、その評価をどう考えるか。(参 考資料 P27～ 29、

34-44)

2精 神病棟入院基本料について、13対 1入院基本料の評価が行われて

いないが、精神病棟の評価として妥当な評価となっているか。(参 考資

料 P27、 30～ 33)

亜急性期の入院医療の評価について

第1 急性期後 の入院 医療について

1 急性期 治療を経過 した患者 や、在宅・介護施設 からの急性増悪 した

患者を受 け入れ、在宅復帰支援を行う病床を評価するため、平成 16
年度診療 報酬改 定において、亜 急性期 入院 医療管理料を新設した。

その後 、届 出医療機関数 は増 加している。亜急性期入院 医療管理 料

を算定する病院における収支も改善している(参 考資料 P46ん 51)。

2急 性期 医療における平均在院 日数 の短縮を受 け、急性期後の入院

医療を担う病床の整備が求められ、平成 20年度に許可病 床数 200床
未満の病院を対象 として、亜急性期入院 医療 管理料 2を 新設した (参

考資料 P46～ 49)。

第2現 状と課題

1亜 急性期入院医療管理料 2届 出病院数は平成 20年 7月 1日 現在45
医療機関 と、亜急性期入院 医療 管理料 1と 比較 して少ない (参 考資料

P49)。

2フ 対 1入 院基本料算定病院に対する調査では、連携先として増やした

い機能として、亜急性期を上げる医療機 関が 274%存 在し、またくそのう

ち 69%が 地域に十分ないと回答している。亜急性期病室においても、入

室 患者の 多くは 自院 からの受け入れとなっており、他 医療機 関との十

分な連携は行われていない(参 考資料 p52～ 58)。

3亜 急性期 入院 医療管理料を算定する病室 に入室 した背景は、「急性

期治療を経過し状態が安定したため」「リハビリテーションを行うため」が

多く、患者 の 86%にリハビリテーションが提供されている。また、主傷病で

は、骨折 、関節症等の運動器疾患が多い。回復期 リハビリテーション病

棟においては、中心静脈栄養を行つている患者等については受け入れ

が難しい例もあり、合併症を有する患者に対するリハビリテーションの提

供も求められている(参 考資料 P59～ 63)。



第3現 行の診療報酬上の評価の概要

1 急性期治療を経過 した患者 や、在 宅・介護施設からの急性増悪した

患者を受け入れ 、効率 的かつ密度の高い医療を提供するとともに、在

宅復帰支援機能を有する病棟 について、評価 を行つている。急性期後

の入院 医療を担う病床と明確 化された亜急性期 入院医療 管理料2を

新設した。

第5論 点

1 平 均在院 日数 の短縮 化 、在 宅 医療 の進 展等 に伴 う後 方 病 床 としての

亜 急性 期 の病床について、診療報酬 上の評価をどう考 えるか (参 考資料

P46～ 58)。

2亜 急 性 期病 床 におけるリハビリテーシヨン提 供機 能 について、診 療 報

酬上の評価をどう考えるか(参 考資料 P59～ 63)。A308-2 亜急性期 入院医療 管理料 22,050点

(60日 を限度 。200床 未満の病院 に限る。)

1以下の患者が当該病室に入院している患者のうち2/3以 上であること。

7対 1入 院基本料、10対 1入 院基本料を算定している病棟 (一 般病棟、特定機能病

院、専門病院 )、 入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理

料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニットのいずれかを算定して

いる病床等から転床 (転院 )し てきた患者で。当該管理料の算定を始める時点にお

1いて、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者

2当 該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割 以下である

こと

【届出医療機関数】(上段:医 療機関数/下段 :病本数)

平成 19年 平成 20年

亜急性期入院医療管理料

|

1,017

11 474 11.951

900

【社会医療診療行為別調査】(平成 20年 6月 審査分、上段:実施件数/下 段 :回数)

平成 19年

亜急性期入院医療管理料

15,212



院基本料を算定する病棟における看護師等

の配置について

第1 入院基本料の施設基準について

1.現 状

(1)現在の入院基本料は、入院の際に行われる基本的な医学管理、

看護、療養環境の提供を含む一連の費用を評価したものである。

また、原則として病棟単位の看護体制を基準とし、看護要員の数、

平均在院 日数等により、算定する入院基本料の区分が定められる。

(2)7対 1、 10対 1入院基本料等の届出区分については、従来より、

同一種別の病棟単位 (一 般病床、結核病床等医療法上の病床区分 )

ごとに、包括的に届出を行うこととしている。すなわち、一つの入院基

本料に対し、一つの届出区分としている。ただし、平均入院患者数が

概ね 30名 程度の小規模な結核病棟を有する保険医療機関につい

ては、一般病棟と結核病棟を下看護単位とすることができるが、届出

はそれぞれの病棟ごとに行うこととなつている(参 考資料 P65～ 67)。

(3)届 出上は一つの区分であつても、実際には、同日及び同一種別の

病棟間において一定の範囲で傾斜配置することを認めている。例え

ば、届出区分が「10対 1入院基本料」であつても、看護職員を夜勤は

薄く、日動は厚く配置することや、重症度の高い病棟には 7対 1等 手

厚い配置を行い、重症度の低い病棟には相応の配置を行うといつた

傾斜配置である。(参 考資料 P68～ 69)

2.課 題

(1)こ のような運用としているにも関わらず、現場では必ずしも十分に

対応できておらず、病棟毎に厳密に配置しているという実態があつ

た。

こうした中で、連携・機能分担する医療機関が多数ある都市部と

は異なり、一医療機関で急性期から慢性期まで多くの機能を担わな

ければならないへき地等については、病棟単位の届出についても認

‐
入

めて欲しいとの要望がある。(参 考資料 P72)

(2)仮 に、病棟単位の届出を可能とした場合、実際の看護配置にあっ

た評価 (収 入 )が 得られる等のメリットがあるが、その一方で、従来の

同一種別病棟全体での傾斜配置が制限されたり、届出が煩雑化す

るなどのデメリットもある。(参考資料 P70～ 71)

第2夜 間の看護サービスの評価について

1 現状

(1)診 療報酬上の看護職員の夜勤時間等に関する取り扱いは、昭和

40年 に人事院より「約8日 を月平均夜勤日数とすることが一応の目

標として適当である」等が示され、これに沿つて平成4年 度改定にお

いて夜間看護等加算を設けた。(参 考資料 P73)

(2)また、平成 8年 度には、多様な夜勤形態に合わせ、「夜勤回数」を '

「夜勤時間」に変更し、更に、夜勤人数と回数以外に夜勤で受け持つ

患者数を評価した。(参 考資料 P74)

(例 )夜間勤務等看護加算 Ia:夜 勤で受け持つ患者数 15人 以下    1

月平均夜勤時間 72時 間以下   |   |

(3)安全な看護サービスの提供には、看護職員の夜勤の負担の軽減

が重要であり、平成 18年 度改定においては、従来は加算として評価

していた月平均夜勤時間 72時間以内という規定を、入院基本料の

通則に位置づけた。(参 考資料 P74)

(4)月 平均夜勤時間は、月延べ夜勤時間数を夜勤従事者数で割つて

算出するが、その計算の対象には、月の夜勤時間の合計が 16時間

以下の者及び夜勤専従の者※は含まないこととしている。月夜勤時

間 16時 間以下の者を含むとした場合、実態よりは月平均夜勤時間

が短く算出され、結果として夜勤を長時間しなければならない者が増

える等のデメリットがある。(参 考資料 P75～ 77)

※ 夜動専従者の夜動時間数は、72時 間の概ね 2倍 以内



3現 行 の届 出上 の緩 和 措置 についてどう考 えるか。(参 考 資料 P83～

85)【月平均夜勤時間数の算出式】

月平均夜勤時間数 =
当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数

夜勤時間帯の従事者数

2.課題

看
i護

職 員の確 保にあたり、短時間正職 員制度の普及や短時間の夜

勤を行うなど多様な勤務形態の導入を進めることが重要 とされているが、

こうした中で月の夜勤時間 16時 間以下の看護職員も算出式に含めた方

がよいのではないかという指摘 がある。(参 考資料 P78～ 82)

第3そ の他 (現 行の診療報酬算定上の届出の緩和措置について)

第 1及び第 2で述 べた施設基準等については、届 出の内容と異なった事

情が生じた場合には、遅滞なく変更の届出を行うこととしているが、1日 当

たりI弓 勤務する看護要 員数や月平押夜勤時間数等については、一定の

範囲内であれば一時的な変動として、変更の届 出を行わなくてもよいとい

う措置を設 けている。(参 考資料 P83～ 87)

第4論 点

1 -つ の入院基本料に対し、一つの届 出区分としているが、これについて

どう考えるか。

(1)・ 届出上一つの区分であっても、傾斜配置ができるという運用

についてどう考えるか。 (参 考資料 P68～ 69)

(2)病 棟単位 の届 出について どう考 えるか。(参 考資料 P70～ 71)

病棟単位にするメリッ ト

病棟単位にするデメリッ ト

・傾斜配置の弾力性が失われる。

・届出が複雑になる

2 多様な勤務形態を推進するための、短時間夜間勤務等の夜勤従事

者の取り扱いについてどう考えるか。(参 考資料 P73～ 82)
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18年 10月 1日現在
届出総数

19年5月 1日 現在
20年7月 1日現在

届出総数

10年 5月 1日現在

医療機

関数

671,171

保険局医療課ロベ(注)平成18年、平成19年の数値については、第107回 中央社会保険医療協構会 総会(平成19年7月 ■1日 )での既報値である。
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平成 19年 1月 31日

厚生労働大臣 柳澤 伯夫 殿

中央社会保険医療協議会

会 長  土田 武史

建 議 書

当協議会においては、昨年4月 の平成 18年度診療報酬改定実施以後、看護の

問題に関して、経過措置の在り方などを慎重に検討してきた。特に同改定におい

て導入した 「7対 1入院基本料」については、急性期入院医療の実態に即した看

護配置を適切に評価する目的で導入したものであるが、制度導入後、短期間に数

多くの届出が行われるとともに、一部の大病院が平成 19年度新卒者を大量に採

用しようとしたことにより、地域医療に深刻な影響を与える懸念が示されてきた。

このような状況を踏まえ、当協議会においては、昨年 11月 29日 の第 95回総

会以降、この問題について取り上げ、実情の把握に努めるとともに、対応につい

て審議を重ねてきたところである。

その結果、今春に向け国立大学病院等を中心として積極的な採用活動が行われ

ていることが明らかとなった。しかし、一方で、今回の診療報酬改定の趣旨に必

ずしも合致しているか疑問なしとしない病院においても7対 1入院基本料の届出

が行われているとの指摘がなされているところである。看護職員という貴重な医

療資源が限られていることを考慮すると、このような状況に対して、当協議会と

しては深い憂慮を示さざるを得ない。

これを踏まえ、 7対 1入院基本料の取扱いについて今般結論を得るに至つたの

で、社会保険医療協議会法 (昭和 25年法律第47号)第 2条第 1項の規定に基

づき、下記のとおり建議する。

なお、各保険医療機関におかれては、看護職員の募集・採用に当たって、地域

医療の実情に配意し、節度を持って行われるよう、強く期待したい。



1,看護職員の配置数等を満たした病院について届出を認めるという現行の7対

1入院基本料の基準を見直し、急性期等手厚い看護が必要な入院患者が多い病

院等に限つて届出が可能となるようなものとすること。

2 手厚い看護を必要とする患者の判定方法等に関する基準の在り方について、

必要な研究に早急に着手し、その結果を踏まえて、平成 20年度の診療報酬改

定において対応すること。    )
3 看護職員確保に関する各般の施策について、積極的に取り組むこと。

7対 1入院基本料

医療療養病棟、13対 1及び15対 1と比較すると10対 1、 7対 1の方が年齢構成が若い。 |

※
医療療養病棟

N=7,926

15:1病澄
N=3,623

※
13:1病棟
N=1,861

※※
・10:1病棟
N=4,493

※※
7:1病棟
N=6,821

(歳 )

■40未満

■40‐65未満

■65=75未 満

■75以上

■無回答

3“    4096   5096    6“    フ

“

    ∞%    9091   100%

※ 厚生労働省保険局医療課「平成20年度慢性期入院医療の包括評価に関する調査」及び

「平成20年度 一般病棟で提供される医療の実態調査」

※※ 平成21年 11月 10日 の第26回検証部会の報告にもとづく

医療療養病床及び一般病床の

各届出区分別の年齢分布



証部会調査 (7対 1入院基本料)

〇年齢(図表2‐ 76)・ …平均 65.6歳

一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票

N=6′ 821

■40歳未満      口 40歳代       Z50歳 代       口 60～ 65●未満

■ 65～ 70歳未満    口 70～ 75蔵 未満    口 75～ 80歳 未満    回 80～ 85=未 満

■85～ 90歳 未満    口 90晟 以上      ■不明

(参考)10対 1入院基本料算定…・平均 66.7歳

○

○

○

入院患者の平均年齢は65.6歳である。
入院患者の32.4%は 75歳 以上である。
入院患者の57.5%は65歳以上である。

一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票 7対 1入院基本料の基準の見直し

B患者の状況等 0点 1点 2点

1寝返り できる 何かにつかまれ
ばできる

できない

2起き上がり できる できない

3座位保持 できる 支えがあれば
できる

できない

4移 乗 できる 見守り・

一部介助が必要

できない

5口腔清潔 できる できない

6食事摂取 介助なし 一部介助 全介助

7衣 服の着脱 介助なし 一部介助 全介助

Aモニタリング及び処置等 0点 1点 2点

1創傷処置 な し あ り

2血 圧測定 0か ら
4回

5回
以上

3時間尿測定 な し あ り

19専門的な治療 D処置4呼 吸ケア な し あ り

5点滴ライン同時3本以上 な し あ り

⑤昇圧剤の使用

⑥抗不整脈剤の使用

l⑦
ドιナージの管理

6心電図モニター な し あ り

7シリンジポンプの使用 な し あり

8輸血や血液製剤の使用 な し あり

9専門的な治療・処置
①抗悪性腫瘍剤の使用、
②麻薬注射薬の使用、
③放射線治療、
④免疫抑制剤の使用、
⑤昇圧剤の使用、
⑥抗不整脈剤の使用、
⑦ドレナージの管理

Ｌ
Ｆ
ｌ

なし

一

斗

0看護必要度基準の導入

「一般病棟用の重症度口看護必要度に係る評価票」による

評価で、A得点(モニタリング及び処置等)2点以上 かつ、
B得点(轟者の状況等)3点以上の農者が1割以上

*産科患者、小児科患者は測定から除外
*救命救急センターを設置する病院は、基準に係わらず算定可
*特定機能病院には適用しない(ただし、評価は実施すること)

医師配置基準の導入

医師数が当該病棟の入院患者数の10分の1以上

*看護必要度基準は満たすが、医師配置基準を満たさない場合
については、減算して評価

③ 準7対 1入院基本料 1,495点



Ｆ‐‐
7対 1入院基本料の届出医療機関の割合と推移

/河 1人瞬 曇 小 科

算定していた入院基本料※から
1年後 | している入院基本料の変化

病床数の変化

○

○
約86%の 医療機関、約93%の病床が引き続き7対 1入院基本料を算定している。

約10%の医療機関が、10対 1入院基本料へと届出の変更を行っている:

※一般病棟入院基本料、専門病院、特定機能病院(一般) 保険局医療課調べ

医療機関数の変化 病床数の変化

平成19年 10対 1

)平成20年 7対 1

平成20年 瀬 フ対 1

平成20年 10対 1

平虚 0年 1●対 1

平成20年 15対 1

「 威20年 特別/そ の他

■睡
` ］■ '7.7%

i4劉

○ 約11%の医療機関、約17%の病床が手厚い看護配置である7対 1入院基本料ヘ

と届出の変更を行つている。

鵬
雛20096

1■06

16●

"
14096

12∝

60“

2メン躊

H18                        H19                        H20

-一 般病棟入院基本料全体● 1～ 特別)のうち7対 1入院基本料の割合

07対 1入院基本料の届出医療機関数は平成18年以降増加している。

○一般入院基本料においては約18%で 7対 1入院基本料を届出している。

○平成20年にはで7対 1入院基本料の割合の増加は緩やかになつてしる。

E二整菫割輩蓋幽堕菫 1入院基本料※届出医療機関数の推移  |
1∞

90

80

‐70

60

50

40

30

20

10

0

菫
=掌

裏畜潮
=議

栗鷲皇柔景希望
=爾

算奥舞量鶴暑曇費環金委査
]最

襲田螢出:爾贔薦調書言栗奔冨
:滝

■平成18年 口平成19年 ●平成20年

注:一般病棟入院薔本料、特定機能病院入院薔本料(一般病棟)、 及び専門病院入院薔本料における届出施設数の合計

○ 医療機関数は都道府県別でのばらつきがある。

O全 国的に増加を認めるものの、平成19年から平成20年の増加数は平成18年から

平成19年までの値よりも小さい傾向にある。

平成20年 7対 1

平成20年 澪 7対 1

平成20年 10対 1

平成20年 13対 1

平成20年 15対 1

平成20年 特別′その他

平成
"年

7対 1

平成20年 奉 7対 1

平成20年 10対 1

平虐 0年 13対 1

平成20年 15対 1

~~~~~マ ~~~~~― ― ―

―

一

一

一 ― ― 一

―

― ― 一
―

― ―― ― ― ― ― ― 一 一 ― ― ― ― ― ―

平成19年度に算定していた入院基本料※から
1年後に算定している入院基本料の変化

平成20年 フ対 1

平成
"雌

 滓 7対 1

平成
"年

10対 1

平成20年 13対 1

平成20年 15対 1

俣 曖 島医層藤調 べ

※一般病棟入院基本料、専門病院、特定機能病院(一般)

保険局医療課田ベ



査(7対 1入院基本料)※
※平成21年 11月 30日 の第26回検肛

二次敦急E療機関

DPC対彙病院

災害拠点病院

がんお晨遺携拠点績院

地域医療支援病院

敦命救急センター

地域日産期母子医療センター

DPC準僣病院

特定糧能病院

総合周産期母子医療センター

小児散魯E燎拠点痢隣

高度敦命救急センター

専日病院

無回書

「
~~~~焉

藝百i正部会調査(7対 1入院基本料 )

瞬 雨 画 面 頭 顧 百 :百朝

「:憂I亜玉夏憂亜憂憂:L覇]

(参考)10対 1入院基本料算定病院
(図表2-6)

(参考)10対 1入院基本料算定病院
(図表2-41

(N=507) 0%  20%  4036  60%  8036

二次敦急E燎柱33

0PC対 ■■曖

災書拠点病院

がんじ薇連携拠点病院

地域医療支援病院

散0散急センター

地城周産期母子医壼センター

OPC準●病院

特定機能病院

総合周産嬌母子医薇センター

小児教急E僚拠点病院

高度散命救急センター

専門病餃

彙口答

30% 40% 50%    (N=388)        。% 10% 20% 30%

散命救3入院‖

26.6% 観∬
%

目 45%

壺」.出

/  特定集中治農室管理料

/  ハィヶァュニット入院医療

1  脳卒中ケアユニット入鷹建1
:           管理料
l

ヽ 新生児特定集中治療窒管理料

｀ 総合周産期特定集中治療
=｀

、        管理料

｀

業 全
院医療管理料 1

燎養病床 (医療保険適用 )

燎養病床 (介霞保険適用 )

ブ対1

(参考)10対 1

15.031

13.896

榔
翻「

・９％‐訓「
沸

口

‐２

０
．

11.9%

-3:5%

07対 1入院基本料算定病院は地域における周産期医療や救急医療等
を担っている割合が高い。

検‐証部会調査(7対 1入院基本料)

7対 1入院基本料算定病院個表2‐5)

検証部会調査(7対1入院‐基本料)

(注 )7対 1入院基本料算定病院を「7対 1」 、10対 1入院基本料算定病院を「10対 1」と示す。有効回答数は
「7対 1」でn=297、「10対 1」でn=316で ある。

② l施設■日当たり平均■壼患者数

褥轟●●管理わ諄

鰺療録管理体●4加算

饉療安全対策加算

後期高●1者颯崚調整
"諄

疇床研修嬌院入院鰺療加算 1

(単独
"・

管理理)

退職調整加算

「 “

事務作業拍助体●|"諄

I●●ハイリスク●看ケア加
=

入院崎口学管凛加 算

“

床研修薇院入院

"療
加
=2(l●力聰 )

饉和ケア諄薇如●I

薇 口 害

モ廷鷲 可
“勒 剛 “

T

3139人

1677人

316.8ジに

162.3人

7対 1

(参考)10対 1

5739人   590.0人

291.0人   292.1人

07対 1入院基本料算定病院のほうが、入院・外来患者ともに多い。

“

師事務作業ln助 体

"加
纂

-2■
3%

超急性期脳卒中加算 日日 ■0.8%

l■ 院調姜加算

饉和ケアじ饉

"算
|

③ l施設当たりlヶ月の
平均全身麻酔(静脈麻酔は除く)手術件数

④ l施設当たり他の保険医療機関等

|

“
菫ハイリスク●者4r7加算L7.5蹴

鳩 時 匿 彎 理 加 算 L9:%
|

|

|

略床研修病院入

賢 翻 魅

2卜

'7%
7対 1

(参考)10対 1

1345件

35.2件

152.7f牛

39.4件

7対 コ

(参考)10対 1

436%

25.5%

44.8%

26.6%

07対 1入院基本料算定病院は様々な加算の届出を行つている割合が

高い。

07対 1入院基本料算定病院のほうが、全身麻酔手術件数が多く、紹介率も高い。

7対 1入院基本料算定病院 38.9%(n=413)

10メt中 算牢燿曝=,26.8"(11507)

脳二Z]]1檬
[1

新生児特定集中治薇菫管理料 □ 36%

総合周産期特定集中
菫聾多 113』

rィ
1襴群眸

07対 1入院基本料算定病院は、急性期の医療に関する様々な特定入
院料の届出を行つている割合が高い。

O一 方、 10対 1入院基本料算定病院は、療養病床の届出を行つてい

る割合が高い。

〈N‐ 507)       。% 20% 40% 60% 80%`00%

麺 告 □ ,3%



基本料)

≡墓 亜 匿の胎 岬 馳 佃 表H9備 効略 卜
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検証部会調査(7対 1入院基本料)

「

^.千

■タリング及び処置鋳J得点、「ロ 者の状況警」得点の分布

7対 1入院基本料算定病院(回表2‐30(有効回答n=5,940人 )

○ 重症度・看護必要度の基準の合計点数が最も高い時において、基準を
満たす患者の割合は、7対 1入院基本料算定病院のほうが6.5ポイント高
かった。

:日 :rAI十■タリング及び処置等」■点、「甲.,患者の状況寄」得点の分布

○ 退棟日において、重症度・看護必要度の基準を満たす患者の割合は、
7対 1と 10対 1入院基本料算定病院ではほぼ同じ値であつた。

(参考)10対1 21.5%
(n=48)

16.9%

(n=392)

19.1%

(n=76)

:0%  20%  3036  40%  5036  6031  フ095  80%  90%  100b

「■9%以下 010■9% ●20～ 29% ●3p%ュ |_|

検証部会調査 (7対 1入院基本料)

TALi=|タリング及び処置♯J得点‐ゞ 1役哀Q,■ 1

0入 棟日において、重症度・看護必要度の基準を満たす患者の割合は、

7対 1入院基本料算定病院のほうが1.7ポイント高かつた。

B量 1

合  計

A t― ,り ′
グ処置及び処置
等に係る得点

0～ 1点 28.5% 18.3% 46.θ%

2点以上 」3.イ%
`J9・

9°/・ ′
'

53.2%

合  計 イ1.9% 58.1% Iθθ.0%

10%  20%  30%  40%  50%  60%  7033  80%  90%  1∞ %

●9%以下 口10～ 19% ●20～ 2911 03011以上 ●EE害

合  計

Aモ ニタリング

処置及び処置等

に係る得点

0～ 1点 θ4`″ ′Zθ〃 2Z

2点以上 ′4イガ

`  `a`ガ
 
｀

,

`Zθ
%

合  計 慇 昴 J7.′″ ノ鍬 銘07対 1のほうが10対 1入院基本料算定病院よりも、重症度・看護必要度の

基準を満たす患者の割合が2.2ポイント低値であつた。

Oしかし、その分布でみると9%未満の割合は、10対 1入院基本料算定病

院で約16%と 7対 1の約2%とは大きく異なつている。

(参考)発送数に占める有効回答数の割合は、7対 1で370%(392/1,060)、 10対 1で40%(76ノ1,891)

調査 (7対 1入院基本料)

7対 1入院基本料算定病院 (国壺2‐75)(有効回各n=5,947人 )

B豊者 の 状 況 年 に 係 る得 点
合  計

0～ ,顔 3点以 上

A モニタリン
グ処置及び処置
等に係る得点

0～ 1点 58.θ % メθ・■% 76.2%

2点以上 ス9% ヽ

“

ρ%′
・ 23.8%

合  計 65,9% 34,1%
=Oθ

.0%

「 7対 1入院基本料算定病院 (回表2‐IJ葛嘉高答n==o3人 )¬

B
合  計0～ 2点 3点 以上

グ処置及び処置
等に係る得点

0～ 1点 6θ.3% 16.3% θ4.6%|

2点以上 5.ア% _9.ア% 」
'

15.4%

合  計 74・ 00/● 26.0% 10θ .θ%

R畠著 の 井 沖 笙 lr葎 ス得 百
合  計

0～ ,点 3点 以 上

Aモニタリング

処置及び処置等
1「 絃ス

`旦

占

0～ 1点 ″

" ""
簿

"
2点以上 ,θ″

`  
ゴ
`θ

〃  , π %

合  計

“

務 κ

"

F"%

△
ロ■占以 ト

Aモニタリング

処置及び処置等
:「 こス但占

0～ 1,点

""
′aθ〃 ∂,2%｀

2点以上 ,6%
`ヽ

,%」
'

′4θ″

△
ロ 7イ.θ% κ % Iθα θ〃



査 (7対 1入院基本料)

(%)

45

40

35

30

25

20

15

10

5

やや開きがある _
…-7対 1

・…・10対 1

参考)

7対 1

10対 1

661蔵  180日

674歳  192日

13対 1入院基本料

15対 1入院基本料

O入 棟日と退棟日では、7対 1と 10対1入院基本料算定病院の値はほ
ぼ同じであるが、最高点時では7対 1と 10対 1で差が認められている。

看護補助者の配置状況
一般 病 院 ※に お ける看 護 補 助 加 算 算 定 件 数 、回 数

“

成20年社会医療診療行為別調査 (5月 診療分)

実施件数 コ数

旨護補助加算 1 10` 4129⊆ 73817`

旨護補助加算 2 8“ 4848〔 80337,

旨護補助加算 3 5( 1048⊆ 151532

※一般病院 特定機能病院、僚養病床を有する病院、精神科病院以外の病院
一般病院における入院レセプト件数:1021533件

一般病棟入院基本料算定病床における看護要員配置
平成20年 7月 厚生労働省保険局医療課調査

一般病棟入院基本料

計 ″対1 隼7対 1 10対 1 日対1 晴対 1 寺月1

目護職 員

(人ノ患者loo人 )
62 74 7〔 58 4g 4〔 54

目護而朗首本乙

(人/患者loo人 )

Ｃ

】

・
　
′́
』
ｒ
」
〕

′
′

ヽ
＾

lC
］ノ И

「
■
上

ヽ
、

′
・

17 1(

※1看護職員数÷1日 平均入院患者数 X100

※2看護補助者数÷1日 平均入院患者数X100

′      、

ほぼ同じ

各入院基本料における看護配置について

届出区分
(:日 表記 ) =準

― 餃 ■ 線 ● 結核病棟・ 精神鋼線 専P,病院・ 障害者施設等
特定機能病院

―崚

“

l■

情足懺籠綱院
崎櫨着 t●

特定饉籠病院
饉

'申

癬機

7対 1

14:1相 当

点餃

実質配量

看讀比率
在院 8螢

7対 1以上 7対 1以 上

7096以上
25日 以内

フ対 1以上

00日 以内

フ対 1以上
70●6以 上

7対 1以上

20日 以内

7対 1以上
7096以 上

28日 以内

7対 1以上

28日 以内

10対 1

:日21相 当

点数
案賞配置
■臓比率
在腕日螢

10対 1以上

フ●●●以上

21日 以内

10対 1以上
70%以上

10対 1以上

フ091以 上

25日 以内

10対 1以上

フ0%以上

03日 以内

10対 1以上
フ0%以上

10対 1以上
7096以上

10対 1以 上
フ096以 上

10対 1以上

フ096以 上

13対 1

(旧 26:相
当 )

点犠

案菫配E
看II比率

13対 1以上

'096以
上

13対 1以上

フ0%以 上

10対 1以上

7096以上

13対 1以上

7006以 上

10対 1以上
70%以 上

16対 1

!日 |:,相 当

量
率
“

融
購
臓
納

実

●

た

16対 1以上
40%以上

16対 1以上

40%以上

,5対 1以上
40%以上

15対 1以上
40%以 上

15対 1以上
70%以上

16対 1以上
70%以上

18対 1

(:日 10"相
当 )

点歓
実贅腱量
,饉比率

10対 1以上

40%以上

18対 1以上

4096以上

20対 1

1日 4:1相 当

点敏

奏IEE
●IEE事

20対 1以上

40%以上

20対 1以上

4091以上

特別 1

点螢

薬費配量

■饉比率
引院日数

15対 1未満

40%未 満

4寺男り2

童餃
実質配置
■l■比率

20対 1未濤
40%未満

20対 1未
=4096余演



Ll_レ 1‐、三二般病棟入院基本料区分別収‐支状況   |
(千円)

平成21年度医療経済実態調査

(千円)

140′ 000

120,000

lCICl,000

80,000

60,000

40,000

20′000

0

‐20,000

[|

驚19年 6月 く集計1〉

(104施設、平均235病 床)

日21年 6月 く集計¬〉

(125施設、平均256病床)

■19年6月く集計」〉
(110施設、平均235病床)

口21年6月 く集計2〉

(127施設、平均255病床 )

匡分月1収支状況(国:公立除く)

口考 :「集計 lJ¨ 医業・介護収益に占める介饉収益の割合が296未満の医療機関等の集計

平成21年度医療経済実態調査

顧 轟山 薔亜遮曖疲l≦輻副弘22ニニi=i藤 [、■
〈千円)

140,000

120′ 000

100′ 000

80,000

60,000

40,000

20′ 000

0

‐20,000

600000

400000

・ 300000

(千円)

518,74フ

□医薬収益

■介護収益

■医業・介護費用

■損益差額

■
■

190180

127.938 12●

““

一̈
“́
二̈
一

十
年
一

‐6435

7対 1 準7対 1 10対1 13'寸 1 15対 1

一般病院{国公立を除く)

ヽ
、

163

備考:「集計2J¨ 調査に回答した全ての医療機関等の

“

計(有効回答施設の集計)



(千円)

140,000

120,000

100,000

80,000

6Q000

40,000

20′ 000

0

1医乗収益 Π介護収益   肛医薬。介護費用

備考:r集計lJ¨・目業・介饉収益に占める介饉収益の割合が296未満の医療機関等の集計

(千円)

14Q000

120,000

100′000

80,000

60′ 000

40′000

20,000

0

I医業収益 I介護収益   皿医業・介護費用

平成21年度医療経済実態調査

1猜神科病:院
(1国公立を除く)の損益状況く集計1〉

平成20年度 一般病棟で提供される医療の実態調査

_  ヽ分析対‐象
13:1病棟を

有する
llF譜

15:1病棟を

有する
怖 語 【対象施設の協力が十分1

得られなかった理由として
考えられるもの】
013:1病 棟や1511病棟に
おいてこのような実態調■
の経験がなかった
O調査協力自体が医療機
関側に大きな負担をかけ′
ものであった
〇年度末の実施であつた:

と等により協力が得られ|:

かった

A:調査協力依頼状発送施
設数

724施設 1,421施 設

B:調査協力受諾施設数
(調査票発送施設数)

61施設 96施設

C:回答数

(C/B)

46施設
(75%)

62施設
(65%)

有効 回答数 (分析対象

(D/A)

眈
数

33施設

(4.6%)

47施設

(3.3%)
出典 :厚生労働省保険局医療諜「平成20年度慢性期入院医療の包括E7価に関する閥査」及び「平成20年度 一般病棟で提供される医療の実購田薔」

■19年 6月 く集計1〉

(93施設、平均230病床)

●21年 6月 く集計1〉

(116施設、平均251病 床)

′
´ ‐ ~｀

ヽ

1,4832′ 870

ヽ、 __´ ´
′

Ⅳ損益差額

(1+Π ―工 )

■19年 6月 く集計2〉

(99施設、平均231病 床)

口21年6月 く集計2〉

(118施設、平均250病床)

′
´

‐ 口 ‐ ｀
｀

｀

1′8242,550

ヽ ヽ
“
_´ ´

Ⅳ損益差額

(I+Π ―m)

巳由として

11病棟に

実態調査

が医療機
旦をかける

であつたこ
:得られにく

発送数

有効回収数

13対 1{n・33)15対 1(n■ 7}

病床構成

ロー舶鋼根入院基本料

"E病
床口その他―般■床

口凍螢病床 (E薇保険適用) ■漂螢病床 (介菫保険適用 )

●績神鋼床         0そ の他

ロー般病棟入院基本料

"定
病床 0そ の他一般爾床

●環螢病床 (医療保険適用) ●凛姜病床 (介護保険適用135

1′ 060施設  1,891施 設

413施設   507施設
(38.9%)    (26.8%)

.平成21年度医療経済案態調査

■|

_ I.‐ 施1設の特性について

1.平均許可病床数 3.救急医療体制

２．

”

∞

Ю

∞

”

∞

”

∞

Ю

０

●二次 ●二次 口なし

(参考 )

7対 1(総 痛床菫38フ ア)

10対 ■総蒲床数2028)

考

・　

　

　

備

(参考 )

7対 ,(n・ 313)10対 1(n・ 388)

「颯計2J・ .・ 調査に回答した全ての医療機関等の集計(有効回答施設の集計)

●輌神輌床 0その他



|

),

|,

100床 1カ月当たり入院患者数(人 )

(参考)

入院患者の入院元の内訳

3"  4幌   5“   6喘   フ

“

■自宅 ロロ院の他の病床 ●他医饉饉ロ ロ介■老人保便施設 ●その他

介順老人福祉施設

(参考)7対 1

B対 1

15対 ■

(参考)7対 1

13:1病棟
(n=1.861)

15:1病棟
(n=3.623)

【参考】
医療療養病棟

(n=7.926)

■30日 以内

口3:日 以上

90日 以内

口91日 以上
1年未満

●1年以上

口無回答

甲医療区分2

口医療区分3

100床 1カ月当たり退院患者数(人 )

0■      209t      40■       60%      80%

―

―
― 一

―
一

一
― 一 一

― 一
一 一

― ―
― 一

一 一 ―
一

― 一
一 ― ―一

― 一
… … …

□

医 療 区 分 1

50%

40%

30%

20%

・10%

0%
医療療養病棟

3“   406   5“    6∝

●自宅

■他医療機目

1つ

口自院の回■期リハ

"饉
  ●自腱の亜亀性期■棟

●介領七人保健施設    口その他

介護七人福祉施設

1■ 1病棟かつ

在院91日 以上

1■1病棟かつ

在院91日 以上

0自院のその他の病棟

出員:厚生労働薔保麟局E燎臓「平20●壼饉建■入嗜Eaの包括絆薔に出する●■ :及 びr旱虚 o=● _●●罐で●●十九る口
"の

●

“

■● :`IF咸 ,1■1日 0■―々ヽ

患者の入院元

一般病棟で90日 以上
入院している患者が

約2割存在

ょ111■■.■■ ._1患者の退院先:..___==.■ ■

(参考)医療療機病棟 ´ 31.90% 48.3096 19.80%

(n=1,861)

以上90日 以内

【参考】

医療療養病棟

(n=7p26)

102 1。 309

78[ 9.909

1,19[ 15t109

5,81乏 731309
つ
０ 0.409

出良:厚生労働省保菫局饉饉諄「平成
"年

度慢性期入腱E■の包精絆●に||●るコ奎」及び「平n2●●壼―●■凛で提供されるE豪の実●コ査J

:医療区分1 医療区分2 医療区分3

131病棟かつ

存腑191日 〕lL
24,20% 36.100/o 39,700/0

151病棟かつ

春 齢191日 以 ト
28.400/0 42.700/0 28.90%



■般病棟の91日 以上に特徴的な傾向:のある項目

24時間持続して点滴を実施

中心静脈栄養を実施

人工呼吸器を使用

肺炎に対する治療

褥療に対する治療(2度 以上または2箇

所以上)

末梢循環障害による下肢末端の開放

創に対する治療

倉1傷、皮膚潰瘍、下腿、足部の蜂巣

炎、膿等の感染症に対する治療

(平成21年3月 のデータ)

酸素療法の実施

感染隔離室での管理を実施

気管切開。気管内挿管の実施が行わ

れ、発熱を伴う状態

気管切開・気管内挿管の実施く発熱を

伴う場合を除く)

尿路感染症に対する治療

経鼻目管・胃療等の経腸栄養が行わ

れ、発熱又は嘔吐を伴う状態

パーキンソン病関連疾患に罹患

1日 8回以上の喀痰吸引を実施

過去7日 間|=おける検査・投薬の実施状澤

13:1病棟、

かつ在院91日 以上

(n=332)

15:1病棟、
かつ在院01● 以上

(hl'95)

駿模馨曇∫
尿検査、血 81.60% 85.40%

ニッタス線単純撮影 57.20% 64.80%

9種類以上与薬 17.30% 28.20%

検 体 検 査 幌 検査、血液検査等) X線単純撮影

平成20年 度 一般病棟で提供される医療の実態調査

9種類以上の与薬

務
鰯
鰯
鰯
鰯
務
鰯
』

螂
鰯
窃
鰯
瑯
鰯
慨
郷
鰯
』

25%

20%

1096

%
10:1■ ●かつ 15:1■●かつ 医織●■

'In在崚91日 以上 在眈91日 以上  (n=7,23)
(n332)   ●=795)

13:1蒻●かつ 15::病 棟かつ E薇燎■■●

在腕91日 以上 在屁01日 以上  〈n=7,26)

10:1病 棟かつ 15:1責 様かつ E● ●■■棟

在腱91日 以上 こ焼91日 以上  ●=7123)

42

出典 :厚生労働七保鹸局医療口「IF威20年度慢性期入院匡薇の包括l● 価に30す る口壼J及 び「平成20年 度 ―餃病棟でll供 される医療の実態調壺」(平成21年3月 の7~― 夕)

・■ :タ .tt.医療二:分採用環F,の骸鰤沐渥(医療曜翁Q担当)  _,

30%

24時間持続して点満を実施

スモンに罹患

医師及び看護師により、常時、監視・管理

を実施

中心静脈栄養を実施

人工呼吸器を使用

ドレーン法・胸腹腔の洗浄

気管切開・気管内挿管の実施が行われ、

発熱を伴う状態

酸素療法の実施

感染隔離室での管理を実施

□13:1病棟、在院 日数91日 以上

(n=332)

□15:1病棟、在院日数91日 以上

(n=795)

●医療療養病棟(n=7,926)

0131病棟かつ91日 以上

(n=332)

口1■ 1病棟かつ91日 以上

(n=795)

●医療療養病棟

(n=7,926)

0131病棟かつ91日 以上

(n=332)

01,1病棟かつ91日 以上

(n=795)

●医療療養病棟

出● E+喘●七保時島屎●震「平t20年 鷹僣性枷入確E薇の
'緒"薔

に腱する口壺l及び「平成20年 菫一般嘉機で提供される医薇0案 an壼 J(平 成2鸞日月のデータ)
出員:厚生労働省保快島騒晨口「平成

"年
EI性露入晨E豪の●括

"置
に関する口薫1及 び「平●20年鷹―餃書櫨で■嵌されるこ●0=口 l● ● [`平 嗜21=■ 日の7~―●1



翔

一一％

目の該当 (曝療甲分7相 当).   |

尿路感染症に対する治療

経鼻冒管・胃瘍等の経腸栄養が行われ、発熱又は嘔吐を伴う状鮨

頻回の血糖検査を実施(1日 3回以上)

バーキンソン病関連疾患に罹轟

透析を実施

肺炎に対する治凛

IE鷹 に対する治僚(2度以上または2箇所以上 )

1日 8回以上の喀痰吸引を実施

気衝切開・気管肉挿管の実施(発熱を伴う場合を除く)

創日、皮膚漬瘍、下腿、足部の蜂巣炎、腱等の感染症に対する治燎

出■:暉生,●●●腋局目燎口「平咸20年
=崚

佳日入腕E壼の色嬌諄●に関する●■

10%     15%     20%

口13:1病 棟、在院日数91日 以上

(n=332)

。15:1病棟、在院日数91日 以上

(n=795)

●医療療養病棟(n=7,926)

亜急性期入院医療管理料

※2亜●_性期入院医療管理料2の場合は60日

法上の位置づけ

平均在院日政 ゴアスコ

療養病棟 |

3.650施設I  I

'11.592床

緩和ケア病棟 鼎ハイケアュニット
鼎

有床診療所一般   8.022鮨餃.1●2“冑床

亜急性期病棟入院医療管理料

入院期間に応じた評価(イメージ) 対象患者等 在院日数要件
鍬

鋤

敲

薩

胞

童

2,0501烹

(入院料1の場合)

診療に係る費用は包括※|

T

90日 ※2

(入院料1)

・急性期治療を経過した患
者又は在宅・介護施設等か
らの患者であつて症状の急
性増悪した患者等
〈入院料2)

・急性期治療を経過した患
者

なし 人屍料 :

1`017

ll,951

・入院料2

主な人員基準等 主な施設基準等

・看護職員 13対 1

・看讀師比率7眺

・在宅復帰支援担当者 1名

・病室面積:患者1人あたり64m`以上
。診療録管理体制加算を算定していること
・在宅等復帰率が6割以上であること



急性期治療を経過した患者、在宅・介護施設
等からの患者であつて症状の急性増悪した患
者等に対して、在宅復帰支援機能を有し、効

率的かつ密度の高い医療を提供する病室を
評価

当該保険医療機関の有する一般病床の数の
1割以下

90日

6割以上

64m2

13対 1以上 (看護師比率7割 )

専任の在宅復帰支援担当者

・診療録管理体制加算

急性期治療を経過した患者に対して安定化を
図り、在宅復帰支援機能を有し、効率的かつ

密度の高い急性期後の医療を提供する病室
を評価

当該保険医療機関の有する一般病床の数の
3割以下

60日

6割以上

6 4m2

13対 1以上 (看護師比率7割 )

専任の在宅復帰支援担当者

許可病床数が200床未満

・診療録管理体制加算
・治療開始日より3週間以内に7対 1入院基本
料等※を算定している病床からの転床または
転院してきた患者が2/3以上

届出可能な病床
数

算定日数

在宅復帰率

病床床面積

看護配置

その他職員配置

施設要件

その他要件

※7対 1入院基本料(準7対 1入院基本料)、 10対 1入院善ホ料を算定している病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病
院入院基本料及び専門病院入院基本料を算定している病棟に限る)、 入院時医学管理加算、救命救急入院料、特定
集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料並びに1出卒中ケアユニット入院医療管理料のいずれか

届
1出

病院数 届出病床数

04嘔

平成18年 平成19年      平成20年

Cコ亜急性期入院医療管理料 1

Cコ亜急性期入院医療管理■2

-爺 数に対する日け出競 数錮 合

平成18年    平成19年   平成20年

Crl亜 急性期入院医療管理料算定病床数

Cコ亜3性期入院医療管理料 2算定病床螢

― 亜2性期規 E薇管理料
=踊

床の‖合

国 医業・介護収益 口 医業・介護費用 EIl損益差額 一 損益率

51

(医療経済実態調査)

一般病棟入院基本料

ヨ療姜病棟入暁基本料

口結核病棟入院基本料

■精神病棟入院基本料

口需定機能病院入院基本料

・ 専門病院入院
―

■|1著者施設毒入院基本料

口有床診測晰入院基本料

・ 有床診練所凍姜病床入院基本料

・ 救命救急入院科

■特定集中治療璽管理料

・ ハイケアユニット入腱医晨管理料

H脳 卒中ケアユニット入院E燎管理84

・ 新生児特定集中治凛
=管

理料

'総合局注期特定集中池薇菫冒理料

薔―織感染症思薔入院医環管理料

・ 特殊疾患入院医療管理

"。小児入院医療管理科

・ 回復期リハビリテーション績棟入院‖

口壺急性期入院
=線

管理科

“
特殊疾患病棟入院●

2緩和ケア鋼棟入院料

50
(平 成20年届出報告 )



フ対1入院基本料を算定している医療機関において、27.4%の 医療機関が連携先として亜急

性期医療機能を増やしたいと回答した。亜急性期医療機能を担う医療機関について、地域に

十分にないという回答が69.0%で あつた。

・連携する医療機関数に対する意向

=111111==Ⅲ
Ⅲ■11111111

な性期匡療機籠 (N=84)  0%   20%  409t  60% 30%

地域に十分にある

.(■菫二十分三菱し1
地域に全くない

|

出典 :平

回収率等

亜急性期入院医療管理料を算定する医療機関に医療機能に係る今後の方針を尋ねたところ、
急性期への特化を望む医療機関が多く見られた。また、亜急性期を拡充する予定の医療機
関が約35%であつた。

医療機能に係る今後の方針

|

不明

無口答

325ギキ

395クト

2,961{牛

2,883件

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  9036  100%

…
陣 藤・・・・

1     ・ 轟
"“ `.●

12

今後、亜急性期医療機能を導入、拡充する予定の有無

O連 携する医療機関数に対する意向
・亜急性期入院E薇管理料1(回表3‐22)

O連 携先として増やしたい医療機能[複数回答]

・亜急性期入院医燎管理料1(回表3‐24)

III I=II::III“ II IIII=:■ 1111

O連携する医療機関数に対する意向
・亜急性期入院医療管理料2(図 表3‐23)

0連 携先として増やしたい医療機能[複数回答]

・亜急性期入院医療管理料2(図 表3‐25)  |

`N‐
24)   °% 1° %20"30140%50■ 60%

二8性
“

医療機籠 ■ 13%

|

回答医療機関の内訳     N‐ 325

1施設当たり届出病床数の病床種別構成

車急性期入院医療管理料1

―
Ｉ
Ψ

回 復 期 り′ゼ リ● 籠

療 姜機 能

無 回 書

施設調査票.   ‐

病棟調査

(本院中)患者岬葺界

(退室)患者調査票

●性期■彙●

"

重急性期目燎●籠

回復翔リハビリ饉屁

出典:平成21年度検証都会調査

…2     ゃ

¨  =い  "“  |●● 401 5‐  ●●● ア0贅 
“" 

畔  1●●%: ¨  =¨  2‐  90●  輌 嘔 勁  ∞

“

 力

“
 喘  " 1∞ %`

、
、    

●導入 ●■する予
'が

あ  ●●入.薔■,る 予tけない ●●口薔

  /メ

ヘ
ヽ
、   

口
・

入.“,する予定
…

 ■●入 議 する予定口 tヽ  ●●口薔    メ

亜急性期 1 亜急性期2

亜急性期入院医療管理料算定医療機関に連携の意向を尋ねたところ、6`5%以上の医療機

関が連携先を増やしたいと回答した。連携先としては、紹介元である急性期医療機能以上に、
療養機能との回答が多く見られた。

％４６

‐

‐

％

亜急性期入院医療管理料2



平均在院日数は、亜急性期入院医療管理料1で34.5日 、亜急性期入院医療管理料2で27.5日

で、19日 以下の群も見られる。

0平 均在院日数
・亜急性期入院医療管理料1(図表3‐41)

.̈[H21.4～ 6月 ]平均345日
※有効回答343病棟で集計

(N=361)0°/0       200/0      40%

19日 以下

20～ 29日

30～ 39日

40～ 49日

50～ 59日

60～ 69日

70～ 79日

80日 以上

無回答

600/0

・亜急性期入院医療管理料2(図表3‐42)

.̈[H21.4～ 6月 ]平均27.5日

※有効回答32病棟で集計

(N=34)0°/●

`Q・
/o

19日 以下

20～ 29日

30～ 39日

40～ 49日

50～ 59日

60～ 69日

70～ 79日

80日 以上

熱回答

O在室患者の退室先
・菫急性期入院医療管理料1(図表3‐ 57)

O在 室患者の入室前の居場所
・亜急性期入院医療管理料2(図 表3‐58)

在宅介ll施 F■からの0■でありC●が
,EI10したた0

出典:平成21年度検証都会調査 56

亜急性期入院医療管理料を算定する病室へは、自院の他の病床からの入室が大半を占める。

特に、亜急性期入院医療管理料2はフ対1等の急性期病床からの入室が86.2%と 多い。

在宅からの受け入れは、亜急性期入院医療管理料1で 2.6%程度である。

O在 室患者の入室前の居場所

出典:平成21年度検3E部会調査

亜急性期入院医療管理料を算定する病室に入室した背景としては、「急性期治療を経過し状
態が安定したため」、「リハビリテーションを行うため」が多い。

○ 入室した背景 (国表 3‐83)

[亜急性期入院医療管理料1]
[亜 急性期入院医療管理料2]

(N‐2,355)

く[ごご[墓驀 ぃ安定したため
在宅・介●鮨収キからの●

=で
ありt状が

tt●
=し

たため

(12▲瞥贈
ンを行うため

患著・家族に対する今後の●■生活に條る
■●■のため

退屁発を確保するまで一時的に待●が●
■なため

策養状Bの改善のため

10796

|

||
7096

退院先は、75%程度が在宅となつている。また、介護老人保健施設、介護老人福祉施設ヘ
の退院も10%程度見られている。

■■■■ 12. 1/●

´_、

日 26.9%

‐ 28.09

,ぼ ヽ―′
目目目目目目13

日 7.5%

13.0%

l i996

1,10/●

日 5,0%

ヽ

ヽ
け

退  室  先 人  数 割  合

日

院

自院の回復期リハ病棟

自院の回復期リハ病棟以外の一
般病棟

自院の回復期リハ病棟以外の療
姜病棟

自院のその他の病棟

0.01人

0.27人

0.03人

004人

0.1%

3.9%

0.4%

0.60/0

他

院

他病院

有床診豪所

0.37人

0.03人

5.3%
0.4%

そ
の
他

介臓老人保健施 設・ 介饉老人橿
祉施設

その他層住系サー ビス等の施設

在宅

その他

0,77人

0.19人

5.24人
n ll■

10,9%

2.6%
74.20/●

1,6%
計合 7.06人 100.0%

IE  室  牛

自

院

目院の回復期リハ病棟

自院の回復期 リハ病棟以外の一

般病棟
自院の回復期 リハ病棟以外の療

姜衝棟
自諄 の ■ の 袖 の 壼 鮨

0,05人

0,72人

0.10人

n nn■

0.2%

4.6%

0.70/O

他病院
オ慶鯰●諄

1.52人
n nn■

9,7%

そ
の
他

↑E考人傑置麗掏 ↑凛考人薔
祉施設

その他居住系サービス等の施設

在宅

子 の 他

1.24人

0.07人
11.86

人
nn■ ■

8.0%

0.4%

76.1%

n,呟

針合
15.59

人

100.0
0/.

O在 室患者の入室前の居場所
。亜急性期入院医療管理料2(図表3‐52)

自院の7対 1入院基本料等を
算定している病床

他病院のフ対1入院基本料等
を算定している病床

他痢院のその他の痢床

介護老人保健施設・介護老
人福祉施設

その他居住系サービス等の
搬

在宅

介饉老人保健施設・介臓老
人福祉施設

その他居住系サービス等の
施設 1 .

在宅

(11111ここ
=liを

1:三二

出典:平成21年度検証部会調査

本人・
=凛

が鶯菫するため

|

11%

出典 :平成21年度検 ilE部 会調査



亜急性期入院医療管理料を算定している室に入室している患者の主傷病は、骨折、関節症
等の整形外科的疾患が多い。1聞梗塞が7～ 10%程度見られる。86%の患者にリハビリテーショ
ンが提供されている。

回復期リハビリテーション病棟では、中心静脈等を有する患者の受け入れをしていない場合も
見られる。

椎障害 (脊椎症を含む)

炎
の他の損傷及びその他の外国の影響

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

その他の筋骨格系及び結合組織の疾患

その他の損傷及びその他の外因の影響

権障害 (■椎症を含む)

・入棟患者の受け入れの際に考慮
している点 (図表3‐ 12)[複数回答]

(N=652)° % 20% 40% 60% 80%

・入棟患者の受け入れの判断をしている職種
(図表3‐13)[複数回答]    |

(N=652)0°rt 20% 400/0 600/0 890/0100%

重篤な合併症を併発していない

中心静脈栄養をしてしtい

三度の認知症の状態!コ
=い

こと

気管切開をしていないこと

感染症(MRSA、 縁日薗など)

がないこと

経鼻経管栄姜をしていないこと

褥書がないこと

胃ろう・路ろうをしていないこと

その他

特になし

霜回答

医師

看饉師

ソーシャルワーカー

理学薇法士

作業薇法士

言幅聴党士

准看護師

集剤鰤

看饉補助者

その他

無回答

62.6%

46.0%

30.10/0

16.396

院内クリニカルバス、リハビリ、透析の実施状況(図表5‐32)

[亜急性期入院医療管理料11

(N=2,552) 0% 30%

院内クリカルバス

遺析の実施状況

[亜急性期入院医療管理料1]

(N=2,355)       。%  2%

【亜急性期入院E薇管理料2]

00/●      30ツb     6007t     90%

8.4%

4.6%

2.60/0

1.5%

2.90/0

14.10/●

20.90/O

出典 :平 成21年

度検証部会口査
60

[亜急性期入院医療管理料2]

0% 1% 2% 3%

亜急性期入院医療管理料算定患者の看護必要度を見ると、7対 1入院基本料算定病棟より
「モニタリング及び処置等」、「患者の状況等」のいずれにおいても軽症の患者像であつた。

。「Aモニタリング及び処置等」得点、「B.患者の状況等」得点の分布(口表5‐ )

中0静脈栄養

縫管栄墨

欄宙処置

輸腋ポンプ、シリンジポンプの使用

冒ろう。臀ろう等の処置

ドレーン法・胸腹腟洗浄

気管切開

人工呼吸器の装着
‐
インスリン皮下注射

体位ドレナージ

輸血、血滅襲用

放射鑢治薇

麻薬の使用

内視館検査・内視餞的処置

全身麻酔を伴う処置

床上安静の指示

●●静脈榮姜

籠

'彙
養

■■処置

輸濠ポンプ、シリガ ル プの使用

口ろう・■ろう等の処置

ドレーン鷹・胸

…

静

気,切闘

人工

"■
■の装着

インスリン皮下注射

体位ドけ ―ジ

輸血、血液菫翻

放射俎治●

麻員の使用

内視餞検査・内視麟的処置

全身麻酔を伴う処置

床上安

"の
精示

入室中の患者に対する医療処置等の状況を見ると、経管栄養や褥癒処置、インスリン皮下注

射等を行つている患者が4%程度見られる。

1

12

1.4%

く参考 >[7対 1入院基本料](入 棟 日)

029

029 0" 029 01, 569

323 244う

出奥:平成21年度検証都会口壺

出奥:平成21年度検証部会調査



一入院基本料―届出区分という
届出の考え方 (ィメーカ

0【現行の届出の考え方】―入院基本料―届出区分 :

1つの入院基本料に対して、1つの区分を届け出る

:病
棟における看護師等の配置の

評イ面について

|1豪晨による付き添しヽ■雄や:球事用奥の話 込み奪
S33 基準入院サニビスの創設        ・

躍雌輔露聯認覇騨齢誅ξ瞑話編ぶ鴇ξ漑
類看護を行う病棟と当瞭病棟以外の病棟をそれぞれ単位として行うことができる。

(注)看護師が特j類看護をとる病院に集中し、他の看護類型の病院で看護師不足が

深刻化することが危惧されたこともあり、病棟単位で承認することにした。

新看護体系の創設‐

O一般病床、療養病床、結核病床、精神病床を別の体系ではなく、一本化した。

02対1看護(看護職員のみ)の新設。

.入隅基本料の創設                  :
○「夜間勤務等看護配置加算」を廃止し、入院基本料に組み込む。

O実質看護配置の導入とともに、7対 1入院基本料を新設した。

8会踊雛 8M を認める仕組み
|・C●うものとするこ

病棟種別毎の届出(イメージ)

圏鍵∞轟劃⇒
|

一―~~~日
回副轟    E寵 掘こョ 、、

病棟の種別 (一般病
棟と精神病棟)二上
に届出を行う

Ｈ・２

　

Ｈ・８

　

。

○ ⊆の1病棟
のみ、50床

として精神
,

病棟15対 1

入院基本
料を届出す
る

譜

15対 1 特別

(15対 1｀ )18対 1 20対 1  特別

精神病棟入院基本料  一-      10対 1      15対 1(18対 1｀ )20対 1  特別

一般病棟入院基本料 7対 1

結核病棟入院基本料  7対 1 準7対 1 10対1  13対 1



での傾斜配置 【仮定】一つの病棟種別において複数の区分

―

一
―

―
―

例:300床の病院(50床 X6病棟)

一般病棟10対 1入院基本料が5病棟(入院患者250人 )

精神病棟15対1入院基本料が1病棟(入院患者 50人 )

…

【パターン1】

各病棟均等に配置した場合

10  10  10  10  10

3   3   3   3   3

22222

勤

勤

勤

夜

夜

日

準

深

現行ルールと病棟単位での届出にしたとき
のルールでの問題点      |

1現喬屁三ルt蒲顧種Ш菅憂 び百面 こギそ5面道薫
口実際の看護サービスにあった評価ではない

病棟単位での届け出にしたときの問題点

・ 入院基本料が病院単位での評価ではない
。現行の傾斜配置の弾力的運用に制限

・ 届出が煩雑【′くターン
24時間一定の範囲内で呻

した場合  ′_、
、

ロロ ■目
日勤 1 11 1119 8 8
準夜勤1 4 413 2 2
深夜勤

｀
ヽ3 3′ 3 2 269

躙 腱

を届1す出る場合のメ

7対 1

入院基本料

10対1

入院基

一つの病棟種別 (一般病棟)のなかで、

1複数の区分を届出

13 3t:1罫革露贖ソ1否爵署電Tgv蜃賃移晶ξ栞*斗

l ット・デメリットのIMl .||
メリット

“

尉ゝ

Ｆ
Ｉ

Ｉ

2驚熙麟駐瑠腎淵誌 i

る場合、病棟の状況に合わせ、‐部の病棟鮨7対 1、 )

1218瞥
0対 1とすることで、それぞれの幸●

0実際の患者の受けるサービスにあった評価になる

イ管理的側面)

0届出の煩雑さ(例 :それぞれの区分で看醸職員配置、
平均在院日数、看護師比率の要件などを満たす必要が
ある)                 :
0現行の傾斜配置でめ弾力的な運用ができなくなる(単

位が小さくなるので、72時 間や看護職員の変動の影響が
大きくなる)

(患者からみた側面)

01入院期間中に病棟の移動とそれに伴う負担額の変化

病棟間での

O一 般病棟&国夏夏の5病棟については、月平均1日

当たり看護職員配置数を満たしていれば、病棟間で
の傾斜配置が可能

「月早二月百

…

配雇銅贋あ政屁晨長「
…………

1

1-般病棟10対 1入院基本料が5病棟(入院患者250人)|

Lメ2智さど140さ旦電駐 ________‐ ―――」
OA′町軌[`Fの各病棟で、夜動の配置が看護職員2名以

上であること

O一 般病棟 (A′ B,D′ E′F病棟を合わせた全体)で、看護職

員一人当たりの月平均夜動時間数は、72時間以下
であること

患者の状態の変化によって病棟を移動



役割分担のイメージ
現在の都市部とへき地等との医療機関の

看護職員の夜勤の変遷

|   1新たに4人以上9回夜勤以内の評価を設けた

「 丙蓉

~~ ‐

2人 以上8回夜勤

13人以上9回夜勤

14人以上9回夜勤

一 ―― ― ― ― ―

―

―― ― ―
― ― ― ― ―

―― ‐
― 一 一

――― ― ― ―一¬

月平均夜勤時間数の算出方法について |

当該病棟の看護職員の月延夜勤時間数※
|

1月 平均夜勤時間数=
[_________一

―
麟 勲 重 峙 2■壼 煮豊 登____」

※ 平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数には、夜勤専従者
及び夜勤16時間以下の看護職員は含まない。

●仮に、平均夜勤時間の算出式の従事者数および延夜勤時間数
に、夜勤16時間以下の看護職員も含んだ場合

上記算出式に夜勤時間が少ない看護職員が多く入ることで、見か
け上、月平均夜勤時間72時間以下は容易に達成できる一方で、夜
勤時間が長い看護職員が入ることになる。

療報酬上の

H8 |・ 多様な夜動形態に合わせ、「夜勤回数」での評価を「
1夜勤時間」に変更した。

酷磐銭罰議劉:徹:識調識押
区 分 看題要員数 患持

数

受

者
夜均

間

平
時

月

勁

看讀職員 15人 72h以 下

20人 72h以 下

H14 ・夜勤看護職員1人当たり患者数10人以下という上位
区分力くできた

30ノに 64h以 下

看讀要員2

人以上、
かつ、1名

は看饉職

員

20人 72h以 下

H18 夜間勤務等看饉加算廃止

夜勤の勤務条件が入院基本料の通則に含まれる

30人 64h以 下

S30年代 医療機関が急増し、看護職員の不足が著しくなり、夜勤回数や時間
外勤務が過重になる。

参議院・社会労働委員会 ・「看護職員の不足対策に関する決
議」採択

・夜間勤務医の改善
1人事院判定の実行 等

「看護師等人材確保に関す
る法律J公布
「看護婦等の確保を促進す
るための措置に関する基本
指針」

・複数を主とした月8回以内の夜勤等
|



一て
　
一

一し
　
一

Ｆ
Ｉ
Ｌ

月総夜勤時間には、夜勤時間
が16時間以下の者は含まない

看護職員数

100%
90%
80%
70%

72h

夜勤時間が16

時間以下の者

夜勤

時間
が16

時間

以下
の者

50%0%

ｍ
野
ト

皿
い
０

回
唇
崎

回
椰
ヾ

Ш
野
ｍ

回
唇
Ｎ

Ш
暉
】

皿
堅
ｏ

短時間夜勤の者が少数であれば、月総

夜動時間の残りの夜動時間が少ないの

で、他の職員が72時間以上となる者はそ

れほど多くないし、超える時間も少ない。

書 霊 磁 口 獅

短時間夜勤の者が多数であれば、月総

夜勤時間の残りの夜勤時間が多いので、

他の職種で72時間を超える者が多くなる

し、超える時間も多くなる可能性がある。

100%

夜勤が増加すると、疲労自党症状や業務中に事故を起こす不安の程度も増加す
るため、医療安全や労働衛生の観点から一定の制限は残す必要がある。

【出典】「時間外勤務、夜勁・交代制勤務等緊急実態調査」日本看護協会、2∞9年 .

看護職員における就業者数の増加 (平成18年)1

※1新卒入学者 (2年課程の入学者は除く)、 新規資格取得者(2年課程の取得者は除く)、 就業者数、再就業
者数は厚生労働省医政局看護課調べ

※2離職者等数は、就業者数に第六次看護職員需給見通しにおける退職者数/供給見通しの5年平均の数
値を乗じたもの                                       、

※3平成17年 から平成18年の看饉職員の増加数の実績は約2.5万人である。

※4新規資格取得者(2年課程の取得者は除く)は、看護師約2万9千 人、准看護師約1万 6千人の合計であ

いずれの場合も、見かけ上の月平均夜動時間は同時間

長時間夜動霞 る者の夜動時間が極鰭に長くならないような配慮が必要である.

「約8日 を月平均夜勤日数とすることが一応の日標として適当である」という昭和40年の人事院判定が日裸である

ことは変わらない。

1夜勤回数別の疲労自党症状及び業務中に事故を起こす
L__ ___―一一――― 不‐安の程度 _

囲 1壺亜韮曇亜 :」 |

夜勤の回数が増加するにしたがって、
3項 目以上の疲労自覚症状を訴える患

賢2設ゴ亘≦rl鰹■量壺|.__ _

60%
50%

・」吾F ::勇
●3項目 20%
以上 10%

0%

項目数別の業務中に事故を起こす不安の程度

y盤 聾設 11

“
ない

●たまに

日し|ましば

日いつも

平均夜勤時間の算出式に夜勤16時間以下の看護職員を

含めた場合のイメージF

| 囲
ヘ

2.5万 人 の i増 カロ

り

／

／

１

　

　

、

新卒入学者 約5万 1千 人
潜 在 看 護 職 員

約  55 万  人 (平成14年 )

1第7次看置職員需綸見通しにEEする検討会 第1回資料 19



多様な勤務形態の促進
(短時間正職員制度の場合①)

調査 目的病院における看護配置や看護職員の労働状況、確保定着の取り組みに

ついて全国規模での実態把握を行つた。
2)調査対象 全国の病院 8′830施設

13)調査期間 2008年 lo月 1日 ～10月 31日
4)調査方法 自記式調査票の郵送配布・郵送回収 (看護部長記入)

5)回 収状況有効回収数3′480(有効回収率39.4%)

表 短時間正職員制度の導入状況(病床規模別)

既に導入して
いる

導入を検討し

ている
導入の予定は

ない
無回答・不明 計

計 Z48(ヽ 7% 473(189% i,460(576% 149(■9% 2535(1000%

99床 以下 107(15.0 80(11.2%| 456(64.0% 000%

100-199ル に 129(164% 480(611% 38(48% 000%

200-299,「 57(163% 87(24.9% 180(531% 20(57% 350(1000"

300～ 399床 44(166% 66(24.9% 147(555% 265(1000%

400-499ラR 29(20.3% 68(476% 143(1000%

500,「 屁ス」L
_ヽ 72(29夕

% 110(451% 244(1000"

飛 日 奮
°
4｀ 明

‐
4p卿 4% 7(206% 13(382% 4(118% 34(1000%

出典:2∞8病院における看■職員需給状況等調査 日本看護協会

多様な勤務形態の促進
(短時間正職員制度の場合② )

多様な勤務形態の促進
(短時間正職員制度の場合③)

出典 :2008病院における看 EE職員需給状況等調査 日本看EE協 会

「 多署

…
・

・
―――………………………………………………………………

:

1最朧魔源薗lせモむ::::  ツ:::
病院全体と病院以外の事業所を比較すると、導入の割合が病院の方が低いが、病床規模や
設置主体によっては、高い割合で導入している。                 82

【参考】届出受理後の措置

第3届出受理後の措置等

1届出を受理した後において、届出の内容と異なつた事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者
は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度
届出を行う。

ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。

(1)平 均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で3か 月を超えない期間の1割以内の一時
的な変動。

(中略)

{3)1日 当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員Jという。)の 数、看護要

員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師 (以下「看護職員」という。)の数に対する重
護師の比率については、暦月で1か 月を超えない期間の1割 以内の一時的な変動。

(4)医療法上の許可病床数(感染症病床を除く。)が loo床 未満の病院及び特別入院基本料を算定する

保険医療機関にあっては、1日 に当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率
並びに看護職員の数に対する看護師の比率については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内
の一時的な変動。

(中略)

2 1による変更の届出は、1のただし書の場合を除き、届出の内容と異なつた事情が生じた日の属す

る月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の翌月
から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更
の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を

満たさなくなつた日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行つた日の属す
る月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。                83

「‐「‐コ

表 短時間正職員制度の導入状況(2008年 度届出入院基本料別)

田
i財ゝ

導入を検討し
ている

導入の予定は
ない

無回答・不明 計

計 ′443(177% 478(1891 l,4601576% 149(59‰ 2.535(1000%

'り

1 ′ 149(201%  ヽ lV′tZb tl" 378(51 191 16(22%| 740(1000%

年7対 1 5(250% 10(50006 0(00% ′∝1000%

0対 1 166(164% 181(178% 610(601% 58(57% 1,015〔 1000%

13対 1 41(161% 27(106% 104(643% 255(1000%

5ヌ11 64(160% 50(125% 24《 610% 42(105%| 400(1000%

朝り入院基本料 猟147増 3(38% 24(706% 2(59% 34(1000%

熙回 合・4ヽ 明 1駅2昭 ll 15(211% 30(423% 8(113% 71(1000■

職 員 制 度 の 導 入 状 況 弓陽 設 置
=体

刃1)

既に導入して
1ヽ若 ヽ

導入を検討し
ていス

導入 の 予 定 は

力こい
無回答・不明 計

計 443(177% 478(189% 1,460(57691 149(59% 2.535(1000%

国 (厚生労働省 )
′ 3(000% 1(200% 5(1000%

独立行政法人日立病院機構 40(519%  ヽ  10(130% 24(31.2% 3(39% 77(1000%

国公立大学法人 !9(388% 1    9(184% 18(367% 3(61% 49(1000%

独立行政法人労働者健康福祉機構 2(83% 21(875% 1(42% 24(1000%

国(その他 ) 2(118% 1(59% :2(706% 2(118% 17(1000%

都道府県・市町村 92(174% 97(184% 316(598% 23(44% 523(1000%

日赤 2(2.9% 37(529% 27(38.6% 4(57% 70(1000%

済生会 7(143% 16(327% 26(531%| 49(1000%|

厚生連 4(59% :  11(162% 52(765%| 1(15% 68(1000%|

国民健康保険団体連合会 1(3.3% 2(167% 3(667% 1(3.3% 12(1000%

社会保険関係団体 7(10.9% 14(219% 42(656%| 1(16% 64(1000%|

公益法人 :0(129% 22(177% 81(653" 5(40" 124(1000%|

医療法人 ・ 210118.7% 191(17.0% 638(567% 87(77% 1,126(1000%

学校法人並びにその他の法人 26(126% 50(24.2% :24(599% 207(1000%

会 社 .12(2861 5(119% 24(571% 1(214% 42(1000%

個人
‐
(1リ 8(123% 41(63.1% 9(138% 65(100011

無回答・不明 0(00% 2(25.01 5(625% 1(125% 8(1000%
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青:72時間以内  赤:80時間(1割 の範囲を超えて超過)

11月 12月 1月

9月 中に実績を作れば、特
別入院料に落ちない

9月 中に1割以内に戻した場合には、11月 中に復活

)゙もともとの入院基本料が算定できる期間
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1
bただし、1割範囲内の超過の場合、その届出は3ケ月間猶予し、さらにその翌月に

|

届け出|る 。                                 |
②変更の届出を行つた日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定する。 |

保医発第0305002号
平成20年3月 5日

地方社会保険事務局長

都道府県民生主管部(局 )

国民健康保険主管課 (部 )長殿

都道府県老人医療主管部(局 )

高齢者医療主管課 (部)長
厚生労働省保険局医療課長

厚生労働省保険局歯科医療管理官

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

標記については、本日、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号 )の規定に基づき、「基本診療料の
施設基準等」(平成20年 厚生労働省告示第62号 )が公布され、平成20年4月 1日 より適用されることとなったところであ
るが、保険医療機関からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機
関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。なお、従前の「基本診療料の施設基
準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてJ(平 成18年3月 6日保医発第o306002号 )は 、平成20年 3月 31日
限り廃止する。

記
第1基本診療料の施設基準等

基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等」(平成20年 厚生労働省告示第
62号 )に定めるものの他、下記のとおりとする。
1初・再診料の施設基準等は別添1のとおりとする。
2入院薔本‖等の施E38●は別壼2のとおりとする。
3入院基本料等加算の施設基準等は別添3のとおりとする。

2

入院基本料等の施設基準等 (抜粋)

(4)看護の勤務体制は、次の点に留意する。
ア 看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に

応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。

で傾斜配置することができる。なお、各勤務帯に配
置する看護職員の数につし〕ては、各病棟における
入院患者の状態(看護必要度等)について評価を
行い、実情に合わせた適正な配置数が確保される
よう管理すること。

特別入院基本料を算定している保険医療機関に
ついては、各病棟の看護要員数の2割を看護師と
することが望ましい。             "

イ

ウ

月1

8月 の月平均夜勤時
間72時間を1割 を超
えて80時間となつた

届出の内容と異なっ
た事情が生じた日
の属する月の翌月
に速やかに届出  `

変更の届出をしなけ
ればならない

届出受理後の措置のイメージ図

②l月 に変

更後の特別
入院料を算
定※

4カ月日(11月 )にも8月 の月平均夜勤
時間72時間が79時

間(1割の範囲で超
過した)となつた

※ 12月 中に他の区分の実績をつくれば、特別入院料には落ちない

1割の範囲で基準を超過した期間が5ケ月であるが、その間従前の入院基本料が算定できる。6月 日に
新たな入院料を算定することになる。

3カ 月1割の

― もともとの入院基本料が算定できる期間



中 医 協  診 -2
2 1. 1 2. 2

これまでの宿題事項について

入院料

宿題 1 入院料にはどのような費用が包括 して評価されているのか。

(11月 6日  嘉山委員 )

入院基本料は入院の際に行われる基本的な医学管理、看護、療養環

境の提供を含む一連の費用を評価 したもので、簡単な検査、処置等の

費用を含む。なお、療養病床の入院基本料については、その他の入院

基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射及び簡単な処置等の費用が含

まれている。

集中治療、回復期 リハビリテーション、亜急性期入院医療等の特定

の機能を有する病棟又は病床に入院 した場合に算定する点数について

は、入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含

まれている。

また、入院料にはキヤピタルコス トに当たる部分の一部を含む。(参

考資料 Pl～ 2)

宿題 2 入院医療費 を診療科別に分析することは可能か。

(11月 6日  嘉山委員 )

現時点では、以下の通 り傷病分類別に分析することが可能である

が、内科・外科等の部門別に分析することはできない。

1 社会医療診療行為別調査では、病院における診療科別の集計は

できないが、傷病別 (中 分類)で あれば集計が可能である。

1日 当た りの傷病分類別 (中 分類)入院医療費においては、約

10,000～ 70,000円 と幅があ り、そのばらつきの大きさに最も影響

しているのは「手術」である。腎不全、悪性新生物等においては

「処置」、「注射」カサヒ較的大きな割合を占めている。

「入院料等」による医療費は約 10,000～ 18,000円 と比較的ば ら

つきが小 さい。 (参考資料 P3～ 5)

1件 当た りの傷病分類別 (中 分類)入 院医療費においても同様に、

概ね約 200,000円 ～600,000円 と幅 が ある。 自血病においては

1,100,000円 である。1件当た りの医療費の差の大きさに最 も影響

している項 目は手術である。心臓の先天奇形、虚血性心疾患、自

内障、自血病などで手術による医療費が大 きい。(参 考資料 P6～ 7)

2 また、中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織・医療機

関のコス ト調査分科会「平成 20年度医療機関の部門別収支に関

する調査報告」において、病床区分が主に一般病床で構成 されて

いる DPC対象病院・DPC準 備病院における調査に基づいて病院診療

科群別の収支の分析 を行つているが、いずれの診療科群において

も、外来医療は不採算であつた。入院医療については、眼科群、

外科群、産婦人科群において収支差額が大 きか った。入院医療の

収支率は、眼科が 46.0%と 非常に大きく、精神科群における収支率

が-215%と 、小 さか つた。 (参 考資料 P8～ 16)

※なお、上記調査は経営規模やDPC採用の有無に左右されない、可能な限り多

様な医療機関のデータを用いることができるよう、調査の簡素化の手法につい

て検討中である。



宿題 0 病床数あた りの医療従事者の国際比較することは可能か。

(11月 6日  嘉山委員)

病床数あた りの職員数を比較すると、職員数全体、医師数、看護師

数いずれにおいてもG7諸国と比較 して最も少なく、それぞれ病床あ

たり0.96人 、0.15人 、0.67人 である。薬剤師数については、日本は

ドイツに次いで少なく、病床あたり0.1人 である。(参考資料 P17～ 21)



宿題事項について

入院料

入院基本料の評価の変遷

傷病分

骨 折

0屁の先天奇影

その他の周産期に発生した病態

妊娠及び腱児発育に関連する障害

腎不全

喘 B
肺 炎

脳 榎 8
くも罠下出血

虔血性0疾患

自内障

脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群

アルツハイマー病

気分[感情]障害(躍うつ■を含む)

統合失鯛症.統合失国症型障害及び妄想性障害

糖 尿 病

自 血 病

肝及び肝内胆書の悪性新生物

結属の悪性新生物

胃の悪性新生物

ウイルス肝炎

結  核

口初・再診
口画像じ断
■精神科専門籠法

"放
射線治螢

基本診療料について

〕・4) "蔚

112235153“ )

:‐ ,1230,157“ )

|

し,1■lFi■‐
一‐

観
「

‐̈禅‐「・　ｍ

11,3422"  ユF藤
il力 3119■1  ='41■■:

■検査         (円
)

■リハビリテーシヨン
●麻酔
診ヽ断詳分照による包括評饉等

■こ宅医優
■注射
口手術
入院料等

基本診薇料は、初じ著しくは再診の際及び入院の際に行われる基本的な診療行為の費用を一括して評価するもの。

初・再診料

初診料(1回につき)                               270点
外来での初回の惨療時に算定する点徴。基本的な診療行為を含む一連の費用を評価したもの。簡

単な検査.処置等の費用が含まれている。

再診料(1回につき)                            病院  60点
診療所 71点

外来での二回日以降の診僚時に一回毎に纂定する点数。基本的な診晨行為を含む一連の費用を

評価したもの.簡単な検査、処置等の費用が含まれている。

入院基本料

入院の際に行われる基本的な医学管理.看 II、 療養燿境の提供を含む一連の費用を評価したもの。

簡単な検壼、処置等の費用を含み、鋼線の種別.看護配置、平均在院日数等により区分されている。

例)一般病棟入院基本料(1日 につき) 7対 1入院基本料            1555点
10対 1入院基本料            1,300点
10対 1入院基本料            1.092点
15対 1入院基本料             954点

なお、療養病床の入院基本料については、その他の人院基本料の範囲に加え、検費、投薬、注射及び

簡単な処置等の費用が含まれている。

入院基本料等加算

人員の配置、特殊な診療の体制寄、医療機関の機能等に応じて一日毎又は一入院毎に算定する点敬。

例)入院時医学管理加算(1日につき)                      120点
(急性期医薇を提供する体制及び勁務医の負担軽減に対する体llを評価 )

惨療録管理体H加算(1入院につき)                        30点
(鯵療記録管理者の記置その他の鯵薇録管理体制を評価 )

特定入院料

集中治腋、回復期リハピリテーシヨン、亜急性期入院医療等の特定の機能を有する病棟又は属床に入

院した場合に算定する点数。入院基本料の範囲に加え、検査、投薬、注射、処置等の費用が含まれてい

る。
例)救命覆●_入院料2(1日 につき)(3日 以内の場合)               11.200点
(教命教急センターでの三篤な救急患者に対する診療を評価 )

1日 医療費

約■0′∞0円 ～70,000円 と幅がある。

入院料等

約10,∞。円～18′ 000円 /日 である。
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平成11年度以前 平成12年度以降



中分類)入院医療

回‐骨 析

0臓の先天奇

“その他の周童期に発生吐 寝●

妊燿及び騰児発冑に|1連する障害

腎不全

喘 息

肺 炎

脳 極
=

くtrF出血

慮血性0疾患
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積ね約2鶴000円～6007∞ 0円と幅がある。
自血病においては11∞′o∞円である。

子情
。1日 医療費の差の大きさに一番寄与
している項目は手術である。

・自内障、虚血性心疾患、心臓の先天奇形
などで手術による医療費が大きい。

エ
腎不全においては比較的大きな値である。

潮
悪性新生物においては比較的大きな値である。

包括評価等、入院料等、手術を除くと
1日 あたりE薇費は約2p∞～12,∞ 0円

とばらつきの大きさは小さくなる。

手術
 当たりの医彙費の差の大きさに最も影響

している項目は手術である。
・心臓の先天奇形、虚血性10疾患、自内障

白血病などで手術による医療量が大きい。
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診療科群について

再集計用の「診療科群」として以下の11の診療科群を設定した。各診療科群にどのレセプト診療科を含
めるかについては、調査票で以下の設定を例示し、それに基づき各病院が自院のレセプト診療科の診療
内容等により判断して再設定する方法をとつた。

診療科群別収支の状況【入院】

音FF]別‖又支

目的
「医療機関の部門別収支に関する調査」(以下「部門別調査」という.)は 、平成15年度から平成19年度までに実施され

た「医療機関の部門別収支に関する調査研究」において確立・検証された診療科部門別収支計算手法を用いて、病院

施しは[5義畿身
の実態等を診療科別に把握し、社会保険診

1報
酬に関する基礎資料を整備することを目的として実

調査の対彙
病床種類が主に一般病床で構成されるDPC対象病院・DPC準 備病院のうち、レセプトデータをレセプト電算処理フォー

マットで提供できる病院または「DPC導 入の影響評価に係る調査」のEフアイルを提供できる病院を対象とした。

調査の日類と口答施設
部門別調査は、「…般原価調査」と「特殊原価調査」の二種類の調査で構成される。「一般原価調査」とは、病院におけ

る診療科別の収支を算定するための調査であり、診療科別収支を算定する全ての病院について実施する。また「特殊

原価調査」とは、病院の中央診療部門(手術・検査。画像診断)'こ おける費用を各診療科に割り撮るための係数(等価係

数)を作成するための調査である。それぞれの調査施設数は以下のとおりである。

―般原価田査

・神経内科。呼吸器科・消化器科・胃腸科。循環器科。心療内科。アレルギー

外科・形成外科・美容外科・脳神経外科・呼吸器外科。心臓血管外科・小児外科・

・リハビリテーション

耳鼻いんこう

診療科群別収支の状況【入院】

特殊原価口査
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日本の病床当たり臨床医師数は0.15と 、G7諸国と比較して低い水準にある。

(OECD heath data 20出 )



病床当たり就業看護職員数は日本は0.67と 、G7中最も少なくなつている。人口千人当たり看

護師数は中位となつている。

1  
病
,あた

り就業看護師数の国際比較
  |

:病床あたり就業者饉職員数

119

病床当たり就業薬剤師数は0.10でイギリスに次いで低い値となつている。
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